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   令和８年１月 23 日 

住宅局市街地建築課  

 

令和８年度 住宅団地再生推進モデル事業の募集を開始します！ 
～地域住民等による住宅団地再生の取組を全面支援～ 

地域住民等による創意工夫を凝らしたモデル性の高い住宅団地の再生に係る調査・検

討や既存ストックの改修工事等の取組に対し、手厚い支援（活動費等は全額補助）を行

う「住宅団地再生推進モデル事業」について、本日より提案募集を開始します。 

 

１) 事業概要 

国土交通省では、地域住民等による持続可能な住宅団地（戸建住宅団地・共同住宅

団地）の再生の取組手法を確立することを目的として、モデル的な団地再生の取組を

実施する民間事業者等を公募し、国が選定した事業の実施に要する費用の一部を補助

（活動費等は全額補助）します。【別添参照】 

※ 本事業は、令和８年度予算が成立し、予算示達がなされることが前提となります。

令和８年度予算の国会における審議状況により、補助金の交付申請の受け付け及

びそれに対する交付決定の時期、事業内容等の変更が生じる場合があります。 

  

２）募集期間 令和 8 年 1 月 23 日（金）～ 

第１回応募締切：令和８年３月６日（金）12 時まで 

第２回応募締切：令和８年５月 15 日（金）12 時まで 

※ 第１回応募で、予算上限に達した場合は募集を締め切る場合があります。 

 

３）応募書類の提出方法 

上記期限までに、対象となる住宅団地が所在する市区町村の住宅団地再生担当宛てに

応募書類一式を電子メールにて提出してください。 

※ 事業主体が市区町村の場合は、管轄の都道府県へ提出。 

※ 募集要領・申請様式は、以下のホームページより入手ください。 

＜国土交通省ホームページ＞ 

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr5_000074.html 

  

４）選定方法 評価委員会による個別の評価を踏まえ選定します。 

 （採択予定時期 第 1 回：３月末頃、第 2 回：6 月上旬頃） 

 

 



高齢化等の課題を抱える住宅団地を再生し、将来にわたって持続可能なまちの形成を推進するため、地域再生法改正（令和６年
10月１日施行）による措置に加え、地域住民による持続可能な団地再生の取組手法を確立することを目的として、民間事業者等
によるモデル的な団地再生の取組に対して支援する。

＜補助対象＞

住宅団地再生推進モデル事業（住宅市街地総合整備事業） 令和８年度募集

②既存ストックの改修等によるハード整備②既存ストックの改修等によるハード整備①団地再生の取組に向けた体制整備①団地再生の取組に向けた体制整備

＜取組内容の例＞

○団地再生に取組む住民組織の構築

・有識者等の派遣による勉強会の開催

・住民組織の法人化 など

○地域課題の調査検討

・ワークショップによる地域住民の意見集約

・住民アンケートによるニーズ調査

・地域交通の導入可能性調査 など

○地域住民の機運醸成

・シンポジウムの開催

・地域イベント（夏祭り等）を活用した周知・啓発

○整備計画・事業計画の作成※ など

補助率：10/10（300万円まで）

○民間による現物負担
・空き家、空き地などの所有者が民間事業者等に譲渡又は賃貸する際の
価格の減免 など

○地方公共団体による現物負担
・地方公共団体が所有する不動産を民間事業者等に譲渡又は賃貸する際の
価格の減免

・モデル事業により整備された施設等に係る固定資産税等の減免 など

＜取組内容の例＞

○既存ストックの改修による高齢者施設・
子育て支援施設・コワーキングスペース等の整備

〇公共空間のバリアフリー化や、既存公共施設・
コミュニティ施設等の改修による整備

〇公園、緑地、広場の整備 など

補助率：国 1/3  地方 1/3 ※ ※ 地方公共団体や民間事業者等による負担は、既存
ストックを賃貸等する際の価格の減免や固定資産税
等の減免など現物による負担を含めるものする。

＜事業主体（応募者）※＞
地方公共団体及び以下のいずれかの要件に適合する都市再生機構、地方住宅
供給公社、民間事業者等
①地域再生推進法人等であること又は地域再生推進法人等を予定している者
（以下「推進法人等」という。）
②推進法人等と連携し、住宅団地再生に取り組んでいる者

※ 複数の事業主体が連名により応募することも可能です。
※１団地につき複数の団体が応募することも可能です。

この場合、活動内容等を確認させていただく場合がございます。

＜事業期間＞ 補助金の交付が開始された年度から最大３箇年度以内

以下の①および②を組合わせ取組むことも可能

＜募集期間＞令和8年1月23日（金）～
第１回応募締切：令和８年３月６日（金）12時まで
第２回応募締切：令和８年５月15日（金）12時まで

現物負担の例

※整備計画および事業計画は、ハード整備に取り組む際に必要となります。

・資金面又は人材面の観点から、継続性を考慮したモデル的な取組であること。
・モデル事業に取り組む民間事業者等と地方公共団体が連携し、住宅団地再生に
取り組むこと。

・事業主体は事業の実施により得られた成果・知見を国に報告すること。

＜提案事業の主な実施要件＞

※本公募は令和８年度予算によるものであり、令和８年度予算成立等が
事業実施の条件となります。

※第１回応募で、予算上限に達した場合は募集を締め切る場合があります。
※令和８年度の提案内容は、原則として令和９年２月26日までに事業が完了す

る取組が対象となります。

別 添



令和7年度住宅団地再生推進モデル事業採択団地（9団地）

加賀松が丘団地（石川県加賀市）

所沢ネオポリス（埼玉県所沢市）
コモンシティ星田（大阪府交野市）

スカイレールタウンみどり坂

○事業者：みどり坂町内会
○事業期間：令和7年度
○主な事業内容：団地独自の
コミュニケーションツールの開発等

○事業者：（一社）ひと・まち・みらい松が丘
○事業期間：令和7年度～令和8年度
○主な事業内容：地域の担い手の発掘、実行体制の整備等

○事業者：（一社）横浜上郷ネオポリス
○事業期間：令和7年度～令和8年度
○主な事業内容：
多世代共生型まちづくりビジョンの
作成等

○事業者：所沢ネオポリスみらまちタウンミーティング
（共同：大和ハウス工業株式会社）
○事業期間：令和7年度～令和8年度
○主な事業内容：
地域住民の機運醸成・担い手の発掘等

阪南ネオポリス（大宝）（大阪府河南町）
○事業者：河南町
（共同：大宝いいね！、大和ハウス工業株式会社）
○事業期間：令和7年度～令和8年度
○主な事業内容：法人化の検討、まちづくりビジョン策定等

○事業者：（一社）みらまち緑が丘・青山推進機構
○事業期間：令和7年度
○主な事業内容：地域住宅団地再生事業計画の素案作成、
企業群との連携体制構築に向けた検討等

緑が丘・青山ネオポリス

松園団地（岩手県盛岡市）

○事業者：
（一社）松園リボーンプロジェクト
○事業期間：令和7年度
○主な事業内容：
地域再生計画の地元素案作成等

○事業者：つなぐまち広瀬の会
（共同：前橋工科大学堤研究室、RDMラボ、前橋市、群馬県、
群馬県住宅供給公社）

○事業期間：令和7年度～令和8年度
○主な事業内容：
法人化、情報・広報手段の整備や活動体制の検討等

広瀬団地（群馬県前橋市）

上郷ネオポリス

○事業者：コモンシテイ星田自治会
（共同：交野市旭小学校区福祉委員会）

○事業期間：令和7年度
○主な事業内容：既存施設を活用した居場所づくりに
向けた検討等

（神奈川県横浜市）

（広島県広島市）

（兵庫県三木市）

:第1回採択
:第2回採択


